
設置状況 種別 R４ R５ R６
番
号

都道府県
協議会
設置

センター
機能確
保

両方
設置

番
号

都道府県 市区町村
協議会
設置

センター
機能確
保

両方
設置

番
号

都道府県 市区町村
協議会
設置

センター
機能確
保

両方
設置

協議会 都道府県 42 42 42 1 北海道 ○ 1 帯広市 ○ 76 大阪府 豊中市 ○ ○ ○

政令市 14 14 15 2 青森県 ○ 2 苫小牧市 ○ 77 吹田市 ○ ○ ○

市町村 78 85 85 3 岩手県（※３） ○ ○ ○ 3 石狩市 ○ ○ ○ 78 枚方市 ○ ○ ○

合計 134 141 142 4 宮城県 ○ 4 中頓別町 ○ 79 茨木市（※３） ○ ○ ○

センター 都道府県 21 20 21 5 秋田県 ○ 5 余市町 ○ 80 四條畷市 ○

政令市 9 10 11 6 山形県（※３） ○ ○ ○ 6 青森県 青森市 ○ 81 芦屋市 ○

市町村 79 86 90 7 福島県 ○ 7 白石市 ○ 82 三木市 ○

合計 109 116 122 8 茨城県 ○ 8 石巻市（※１） ○ ○ ○ 83 川西市 ○ ○ ○

都道府県 21 20 21 9 栃木県 ○ ○ ○ 9 東松島市（※１） ○ ○ ○ 84 丹波市 ○

政令市 8 9 10 10 群馬県 ○ 10 女川町（※１） ○ ○ ○ 85 神河町 ○

市町村 58 61 61 11 埼玉県 ○ 11 秋田県 大仙市（※３） ○ 86 上郡町 ○

合計 87 90 92 12 千葉県 ○ ○ ○ 12 山形県 高畠町 ○ 87 奈良県 奈良市 ○ ○ ○

13 東京都 ○ ○ ○ 13 宇都宮市 ○ ○ ○ 88 天理市 ○ ○ ○

14 神奈川県 ○ ○ ○ 14 鹿沼市 ○ 89 生駒市 ○ ○ ○

15 新潟県 15 上尾市 ○ ○ ○ 90 香芝市 ○ ○ ○

16 富山県 ○ ○ ○ 16 蓮田市 ○ 91 葛城市 ○ ○ ○

17 石川県 ○ 17 市原市 ○ 92 松江市 ○ ○ ○

18 福井県 ○ 18 南房総市 ○ 93 浜田市 ○ ○ ○

19 山梨県 ○ 19 港区 ○ 94 出雲市 ○ ○ ○

20 長野県（※２） ○ 20 新宿区 ○ 95 益田市 ○

21 岐阜県 ○ ○ ○ 21 江東区 ○ 96 大田市（※３） ○ ○ ○

22 静岡県 ○ 22 品川区 ○ 97 安来市 ○

23 愛知県 23 大田区 ○ ○ ○ 98 江津市 ○

24 三重県 ○ 24 世田谷区 ○ ○ ○ 99 雲南市 ○

25 滋賀県 ○ ○ ○ 25 中野区 ○ ○ ○ 100 飯南町 ○

26 京都府 26 豊島区 ○ ○ ○ 101 美郷町 ○

27 大阪府 ○ 27 荒川区 ○ 102 津山市 ○

28 兵庫県 ○ ○ ○ 28 足立区 ○ 103 玉野市 ○ ○ ○

29 奈良県 ○ 29 葛飾区 ○ ○ ○ 104 勝央町 ○ ○ ○

30 和歌山県（※３） ○ ○ ○ 30 八王子市 ○ 105 山口県 萩市 ○ ○ ○

31 鳥取県 31 立川市 ○ 106 松茂町（※１） ○ ○ ○

32 島根県 ○ 32 府中市 ○ 107 北島町（※１） ○ ○ ○

33 岡山県 ○ ○ ○ 33 調布市 ○ ○ ○ 108 上板町 ○ ○ ○

34 広島県 ○ 34 国分寺市 ○ 109 香川県 高松市 ○

35 山口県 ○ 35 三条市 ○ ○ ○ 110 愛媛県 四国中央市 ○ ○ ○

36 徳島県 ○ ○ ○ 36 村上市 ○ 111 福岡県 久留米市 ○

37 香川県 ○ 37 妙高市 ○ 112鹿児島県 奄美市 ○

38 愛媛県（※２） ○ 38 阿賀野市 ○ 113 石垣市 ○ ○ ○

39 高知県 39 佐渡市 ○ 114 伊江村 ○

40 福岡県 ○ ○ ○ 40 南魚沼市 ○ 114 85 90 61

41 佐賀県 ○ ○ ○ 41 関川村 ○

42 長崎県 ○ ○ ○ 42 富山県 高岡市 ○

43 熊本県 ○ ○ ○ 43 福井県 若狭町 ○ ○ ○

44 大分県 ○ ○ ○ 44 岐阜市 ○

45 宮崎県 ○ ○ ○ 45 山県市 ○

46 鹿児島県 ○ ○ ○ 46 富士宮市 ○ ○ ○

47 沖縄県 ○ ○ ○ 47 島田市 ○

計 47 42 21 21 48 富士市 ○ ○ ○

49 磐田市 ○

50 焼津市 ○

1 札幌市（※３） ○ ○ ○ 51 掛川市 ○

2 仙台市 ○ ○ ○ 52 藤枝市 ○

3 さいたま市 ○ 53 豊橋市 ○ ○ ○

4 千葉市 ○ ○ ○ 54 岡崎市 ○ ○ ○

5 横浜市 ○ 55 一宮市 ○ ○ ○

6 川崎市 56 瀬戸市 ○ ○ ○

7 相模原市 ○ 57 春日井市 ○ ○ ○

8 新潟市 ○ ○ ○ 58 豊川市 ○ ○ ○

9 静岡市 ○ ○ ○ 59 刈谷市 ○ ○ ○

10 浜松市 ○ 60 豊田市 ○ ○ ○

11 名古屋市 ○ ○ ○ 61 安城市 ○ ○ ○

12 京都市 ○ 62 西尾市 ○ ○ ○

13 大阪市 63 蒲郡市 ○ ○ ○

14 堺市 ○ ○ ○ 64 大府市 ○ ○ ○

15 神戸市 65 知多市 ○ ○ ○

16 岡山市 ○ 66 田原市 ○ ○ ○

17 広島市 67 北名古屋市 ○ ○ ○

18 北九州市 ○ ○ ○ 68 あま市 ○ ○ ○

19 福岡市 ○ ○ ○ 69 大治町 ○ ○ ○

20 熊本市 ○ ○ ○ 70 大津市 ○ ○ ○

計 20 15 11 10 71 彦根市 ○ ○ ○

72 近江八幡市 ○ ○ ○

73 草津市 ○ ○ ○

74 高島市 ○ ○ ○

75 米原市 ○ ○ ○

※１　共同設置・圏域設置

島根県

埼玉県

栃木県

宮城県 兵庫県

沖縄県

愛知県

岡山県

徳島県

千葉県

東京都

岐阜県

両方
設置

長野県（４カ所）

愛媛県（３カ所）

山形県（８カ所）

茨木市（５カ所）

和歌山県（３カ所）

滋賀県

（令和６年４月１日現在）
子ども・若者育成支援推進法に基づく子ども・若者支援地域協議会設置状況及び子ども・若者総合相談センター機能確保状況

※３　センターを複数設置

札幌市・大仙市・大田市（２カ所）

岩手県（２カ所）

松茂町・北島町

石巻市・東松島市・女川町

※２　圏域ごとに協議会設置

両方設置

北海道

新潟県

静岡県
政令指定都市

協議会
設置

センター
設置


